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風の子スクエアデビュー
に向けて接客の勉強
（「風の子びれっじ希生歩」
での様子）

工作、調理実習などの
活動を通し、「良いとこ
ろ」や「努力していると
ころ」を見つけ、適応的
な行動を身につけてい
きます。
（「音色」での様子)

音楽療法（楽器・手遊び・
パネルシアターなど）の
集団での活動で音楽に
ふれてコミュニケーショ
ン力を身につけています。
（「風の子びれっじFuu」
での様子）

　平成29年度の特定健康診査・後期高齢者健康診査の申し込みを下記のとおり行います。
　「海部医師会・津島市医師会指定医療機関」の受診方法など詳しい内容については、５月下旬に個別発
送する受診券と案内をご覧ください。

特定健康診査 後期高齢者健康診査
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平成29年４月１日現在、国民健康保険に加入して
いる40歳から74歳の方

弥富市に住所を有している後期高齢者医療制度加
入者

※平成29年４月１日以降、他の健康保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者になられる方
で、ご希望の方は受診できますので、市役所保険年金課までお問い合わせください。
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健診内容 問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図
医師の判断による追加項目（眼底検査）

健診期間 ６月１日（木）～ ９月30日（土）

健診場所 海部医師会・津島市医師会指定医療機関

料　　金 1,000円（健診当日持参）
※昭和23年３月31日以前生まれおよび後期高齢者医療制度加入者は無料

申込方法 申込不要  ※5月下旬頃に発送する受診券（問診票）、健康保険証を持参して直接医療
機関へお出かけください。
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定　　員 650名　※総合がん検診単独の申し込みの方も含みます。

健診内容 問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図
胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・腹部超音波検査

健診期間 5月8日（月）～ 11月30日（木）

健診場所 海南病院　健康管理センター　（院内管理棟２階）

料　　金
・特定健康診査（後期高齢者健康診査）+総合がん検診　　　　　 　9,200円
　（総合がん検診料金　8,200円含む）
・特定健康診査（後期高齢者健康診査）+総合がん検診+脳ドック　22,600円
　（総合がん検診　8,200円・脳ドック　13,400円含む）

申込方法

〇総合社会教育センターにて・・・４月5日（水）午前8時30分～午後4時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6日（木）午前9時～午後4時
※以降定員に空きがある場合は海南病院健康管理センターにて４月7日（金）～21日（金）

まで受け付け。月～金曜日午後２時～４時および４月15日（土）午前９時～11時に受け
付けをします。

※申し込み時に受診日を決めます。
○申し込み時は、必ず健康保険証を持参してください。

③ 集団方式による健康診査　　料金 500円（健診当日持参）
※昭和23年3月31日以前生まれおよび後期高齢者医療制度加入者は無料
　平成29年度も集団方式による健康診査を実施いたしますが、詳細につきましては５月下旬に個別発送する
健康診査受診券と案内をご覧ください。

※①、②、③の健康診査を重複して受診することはできません。
※平成29年４月１日以降、国民健康保険から他の健康保険へ異動された方は、上記の特定健診の受診はできません。

平成29年度 特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ平成29年度 特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ

▼問い合わせ先　市役所 保険年金課　・特定健診について（内線122）・後期健診について（内線126）

 ＊ ＊ ＊  児童施設見学会を開催 ＊ ＊ ＊ 
～海部南部障がい者自立支援協議会～

 ＊ ＊ ＊  児童施設見学会を開催 ＊ ＊ ＊ 
～海部南部障がい者自立支援協議会～

　市内にある障がい児が利用する放課後等デイサービス事業所の、「音色」（五之三川平【小・中
学校対象】）、「風の子びれっじ希生歩」（平島中二丁目 放課後等デイサービス【中高生対象】）、

「風の子びれっじFuu」（西前新田 放課後等デイサービス【小学生対象】児童発達支援【未就学
児対象】）の施設見学会を開催しました。

放課後等デイサービスって？
　障がいのある、6～18歳の就学児（小学生・中
学生・高校生）が、主に学校の授業終了後や長期
休暇中などに通う施設です。学校外で集団生活
を行う機会や居場所をつくることで社会性を養
ったり、障がいのある子どもを持つ家庭を支える
ために創設され、障がい児の学童保育とも表現
されます。

児童発達支援って？
　障がいのある未就学の子どものための通所
支援の一つで、療育や生活の自立のための支援
を受けることができます。

発達障がいって？
　発達障がいとは、主に先天性の脳機能障がい
が原因となり、乳幼児期からみられる発達の遅れ
です。知的な遅れを伴う場合もあります。現在で
は脳機能の障がいによるものと言われています。

早期発見・早期療育の重要性
　「療育」とは、その人の持っている力を引き出し、充実した生活を送れるようにするための援助であり、社
会的な自立への支援です。
　「仕事に集中できない」「会議の内容をすぐに忘れてしまう」「コミュニケーションが苦手」といった症状か
ら、大人になってから初めて発達障がいが発覚するケースが増えています。何度注意されても直せないこ
とで気を病んでしまい、「自分は何をやっても駄目なんだ」と、うつ病などの二次障がいに発展する可能性
も少なくありません。二次障がいは、周囲の対応や環境による後天的な障がいです。二次障がいは、周囲
の理解と適切な支援がなされれば発症しません。
　早期からの教育・療育をすることで、特性を理解し不適応行動をコントロールすることができます。正し
く障がいとつきあっていくために、発達障がいの兆候がみられる場合は一度相談機関に相談してはいか
がでしょうか。

　　　       　4月2～8日は発達障がい啓発週間です
▼問い合わせ先　市役所福祉課（内線162・163）




